
空き家等に関する相談件数の報告について

平成２９年４月～令和４年９月分

建築 防火 環境 衛生 防犯 その他

84 38 6 47 8 4 7 71

67 24 6 28 9 4 11 47

41 12 0 27 13 0 24

43 11 1 29 6 0 0 28

４月 0

５月 6 1 4 1 3

６月 8 1 8 1 4

７月 1 1 1

８月 8 1 5 3 1 5

９月 6 1 5 5

１０月 4 1 4 2

１１月 1 1 1

１２月 2 1 1 1

１月 2 2 1 2

２月 2 2 1

３月 0

小計 40 7 0 27 10 1 2 24

４月 0

５月 2 1 1

６月 6 1 4 1 1

７月 2 2 1

８月 4 3 1 2

９月 10 2 9

小計 24 4 0 19 3 0 0 3

299 96 13 177 49 9 20 197

65.9%

H31(R1)年度

R2年度

計

平成２９年度からの相談等案件解決率
（令和４年９月末現在）

R3年度

R4年度

H30年度

受付月
受付
件数

相談内容（受付１件に対し複数項目あり） 解決
件数

H29年度

資料１



月 受付日 中学校区 内　　　容 関係課名 その後の経過

R4.7.8 御津
敷地内に草が繁茂している。
〔環境(草木)〕

建築課

R4.7.8　現場確認。所有者は死亡し、把握ができている相続人は相続放
棄をしていた。
R4.7.28　別の住人より苦情。他の相続人を調査中。
R4.8.16　資産税より「相続財産管理人を検討している。」

R4.7.26 小坂井
木に蜂が多数寄ってきて危険。草が繁茂し通行の
支障になっている。
〔衛生(害虫)、環境(草)〕

建築課
R4.7.26　現場確認。
R4.7.28　県外の相続人に文書通知。

R4.8.19 南部
空き家の木の枝でカーブミラーが見えない。
〔環境(木)〕

建築課
道路河川管理課

R4.8.19　苦情を受けた道路河川管理課が調査の結果、空き家の可能
性のため建築課に連絡。建築課に空き家の登録があり、所有者情報を
提供。道路河川管理課が所有者宅を直接訪問し管理依頼。
R4.8.22　道路河川管理課が現場確認したところ、すでに対処済であっ
たと報告があった

R4.8.19 西部
空き家の樹木の枝が塀を乗り越えてはみ出して
いる。
〔環境(木)〕

建築課
道路河川管理課

R4.8.23　現地確認。所有者はすでに死亡し固定資産税の管理人の情
報も無い。相続人の調査中。
R4.9.8　再度苦情。道路にはみ出している樹木の枝について通行に支
障があり、緊急の対応が必要と判断。道路河川管理課に対応を相談。
道路にはみ出した部分の処置をすることとなった。
Ｒ4.9.21　道路河川管理課対応の剪定作業日を前に「誰かわからないが
伐採作業をしている。」という連絡あり。道路河川管理課が現場を確認
したが作業はすでに終えていた。作業者が空き家の関係者なのか不明
のままなので、建築課では文書の通知先を特定する相続人調査を継続
する。

R4.8.26 西部
空家敷地内のカーポートに蜂の巣があり、３㎝位
の蜂が飛んでくる。
〔衛生(害虫)〕

建築課
環境課

R4.8.26　環境課で対応の為、所有者を調べ環境課に情報提供。環境課
で現地確認をし、市内の所有者に文書通知。
R4.9.16　建築課で近隣で調査の際立ち寄り。ハチの巣はすでに撤去さ
れていた。

R4.8.30 南部
敷地内の雑草が道路に越境している。
〔環境(草)〕

建築課
R4.8.30　現地確認。
R4.8.31　市内の所有者に文書通知。

苦情処理経過一覧表〈令和４年７月分～令和4年９月分〉

7月

8月



月 受付日 中学校区 内　　　容 関係課名 その後の経過

R4.9.1 西部
敷地内の草木の繁茂。
〔環境(草木)〕

建築課

R4.9.6　現場確認。
R4.9.13　市内の相続人に文書通知。
R4.9.16　再度相談者から「変化が無い」と相談。通知を送ったばかりで
あるので、もう少し様子を見てほしいと伝えた。

R4.9.2 東部
敷地内の草木の繁茂。
〔環境(草木)〕

建築課
R4.9.6　現場確認。
R4.9.9　市外の所有者に文書通知。

R4.9.6 御津
雨どいと屋根の破損、木が道路にはみ出してい
る。〔建築(雨どい、屋根の破損)、環境(草)〕

建築課
R4.9.7　現場確認。
R4.9.13　市内の所有者に文書通知。

R4.9.8 音羽
空家の草木の道路へのはみ出しと自宅敷地への
侵入がある。
〔環境(草木)〕

建築課

R4.9.9　現場確認。
R4.9.13　市外の相続人に文書通知。
R4.9.15　相続人より入電。「除草を業者に依頼する。売却に向けて動い
て行きたい。」

R4.9.12 西部
空家敷地内の雑草が敷地外にはみ出している。
〔環境(草木)〕

建築課
R4.9.12　現場確認。
R4.9.14　市内の所有者に区長と連名で文書通知。

R4.9.16 小坂井
空家敷地内の雑草が敷地外へはみ出している。
〔環境(草木)〕

建築課
R4.9.16　現場確認。
R4.9.21　市内の所有者に文書通知。

R4.9.21 金屋
空き地にある小屋の建材が飛びそう。
〔建築(建材の飛散)〕

建築課
R4.9.20　現場確認。小屋は家屋情報が無いので、土地所有者に通知
予定。

R4.9.21 東部
敷地内の草の繁茂。樹木の枝が道路に越境して
いる。
〔環境(草木)〕

建築課
R4.9.22　現場確認。
R4.9.26　市外の所有者に文書通知。

R4.9.21 東部
敷地内の草の繁茂。
〔環境(草)〕

建築課
R4.9.22　現場確認。
R4.9.26　市内の所有者に文書通知。

R4.9.29 南部
敷地内の草木の繁茂。
〔環境(草木)〕

建築課
予防課

R4.9.30　現場確認。県外の相続人に文書通知予定。

９月


